
【資料３】 新旧対照表 

新 旧 

北九州市いじめ防止基本方針 

 

平成２６年 ６月策定 

平成２７年 ７月改定 

平成２９年１１月改定 

令和 ２年 ３月改定 

令和 ５年 ３月改定 

令和 ７年 ７月改定 

 

（略） 

 

北九州市いじめ防止基本方針 

 

平成２６年 ６月策定 

平成２７年 ７月改定 

平成２９年１１月改定 

令和 ２年 ３月改定 

令和 ５年 ３月改定 

 

（略） 

 

 

３ 重大事態への対処 

 

⑴ 重大事態の意味 

   法第２ ８ 条第１ 項において、 次に掲げる場合を、  

いじ めの重大事態と 規定し ている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 「 いじ めにより 」 と は、 各号に規定する児童生徒の状

況に至る要因が当該児童生徒に対し て行われるいじ めに

あるこ と を 意味する。  

 

３ 重大事態への対処 

 

⑴ 重大事態の意味 

   法第２ ８ 条第１ 項において、 次に掲げる場合を、  

いじ めの重大事態と 規定し ている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 「 いじ めにより 」 と は、 各号に規定する児童生徒の

状況に至る要因が当該児童生徒に対し て行われるいじ

めにあるこ と を 意味する。  

 
  

① いじ めにより 当該学校に在籍する児童等の生命、

心身又は財産に重大な被害が生じ た疑いがある と

認めると き 。  

② いじ めによ り 当該学校に在籍する 児童等が相当

の期間学校を 欠席する こ と を 余儀なく さ れている

疑いがあると 認めると き 。  

① いじ めにより 当該学校に在籍する児童等の生命、

心身又は財産に重大な被害が生じ た疑いがある と

認めると き 。  

② いじ めによ り 当該学校に在籍する 児童等が相当

の期間学校を 欠席する こ と を 余儀なく さ れている

疑いがあると 認めると き 。  
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新 旧

 

 

  

イ  法第１ 号の「 生命、 心身又は財産に重大な被害」 につ

いては、 いじ めを 受ける児童生徒の状況に着目し て判断

する。  

  （ 例）  ・  児童生徒が自殺を 企図し た場合 

  （ 例）  ・  身体に重大な傷害を負っ た場合 

  （ 例）  ・  金品等に重大な被害を 被っ た場合 

  （ 例）  ・  精神性の疾患を発症し た場合 

 

ウ 法第２ 号の「 相当の期間」 については、 不登校の定義

を踏まえ、 年間３ ０ 日を目安と する。 ただし 、 児童生徒

が一定期間、 連続し て欠席し ているよう な場合には、 上

記目安にかかわら ず、 教育委員会又は学校の判断により

迅速に調査に着手するこ と が必要である。  

 

エ 児童生徒や保護者から 、いじ めにより 重大な被害が生じ

たと いう 申立てがあっ たと き は、その時点で学校が「 いじ

めの結果ではない」 あるいは「 重大事態と はいえない」 と

考えたと し ても 、重大事態が発生し たも のと と ら え、報告・

調査等に当たる。児童生徒又は保護者から の申立ては、学

校が把握し ていない極めて重要な情報である 可能性があ

るこ と から 、調査を し ないまま、いじ めの重大事態ではな

いと 断言でき ないこ と に留意する。  

 

（ 略）  

イ  法第１ 号の「 生命、 心身又は財産に重大な被害」 に

ついては、 いじ めを 受ける児童生徒の状況に着目し て

判断する。  

  （ 例）  ・  児童生徒が自殺を 企図し た場合 

  （ 例）  ・  身体に重大な傷害を負っ た場合 

  （ 例）  ・  金品等に重大な被害を 被っ た場合 

  （ 例）  ・  精神性の疾患を発症し た場合 

 

ウ 法第２ 号の「 相当の期間」 については、 不登校の定義

を踏まえ、 年間３ ０ 日を目安と する。 ただし 、 児童生徒

が一定期間、 連続し て欠席し ているよう な場合には、 上

記目安にかかわら ず、 教育委員会又は学校の判断により

迅速に調査に着手するこ と が必要である。  

 

エ 児童生徒や保護者から 、 いじ めにより 重大な被害が生

じ たと いう 申立てがあっ たと き は、 その時点で学校が

「 いじ めの結果ではない」 あるいは「 重大事態と はいえ

ない」 と 考えたと し ても 、 重大事態が発生し たも のと と

ら える必要がある。 学校又は教育委員会は、 重大事態の

意味を踏まえ、 個々のケースを 十分把握し た上で重大事

態かどう かを判断し 、 報告・ 調査等に当たる。 児童生徒

又は保護者から の申立ては、 学校が把握し ていない極め

て重要な情報である可能性があるこ と から 、 調査をし な

いまま、 いじ めの重大事態ではないと 断言でき ないこ と

に留意する。  

 

（ 略）  

 


